
事業所税 申告の判定（フローチャート） 

算定期間末日現在、吹田市内に事業所等がありますか？ 

 

 

免税点の判定（納税義務の有無の確認） 
   

資産割の免税点判定 

非課税床面積を除いた吹田市内の 

全事業所等の合計床面積が 

1,000 ㎡を超えますか？ 

 従業者割の免税点判定 

非課税従業者を除いた吹田市内の 

全事業所等の合計従業者数が 

100 人を超えますか？ 

 

みなし共同事業に該当し、特殊関係者の事業に係る 

事業所等の事業所床面積及び従業者を含めたとき、 

床面積が 1,000 ㎡または従業者が 100 人を超えますか？ 

 

 

課税対象となりません 

         ※ただし、免税点以下であっても、 

申告が必要な場合があります。 

 

資産割が課税対象となります  従業者割が課税対象となります  課税対象となりません 

 

課税標準となる 

事業所床面積を求めます 
 課税標準となる 

従業者給与総額を求めます 

 （事業所床面積 

 －非課税事業所床面積 

 －控除事業所床面積）㎡ 

 （従業者給与総額 

－非課税従業者給与総額 

－控除従業者給与総額）円 

 

 

※千円未満切捨 

 

資産割額を算出します  従業者割額を算出します 
課税標準となる床面積 

×600 円 
 課税標準となる従業者給与総額 

×0.25/100 

 

資産割額と従業者割額を合算し、事業所税額を求めます 

（百円未満切捨） 

 

求めた事業所税を申告納付します 

※法人にあたっては事業年度終了の日から 2か月以内、個人にあたっては翌年の 

3 月 15 日までに申告納付してください。 

はい 

超えない 超えない 

いいえ 

超える 超える 

事業所家屋の貸付けを行っている場合、

「事業所用家屋の貸付申告書」の提出が

必要です。 

超える 超える 

超えない 
又は 

該当しない 


